
 

岡山県地域限定保育士試験保育実技講習会運営等業務委託仕様書 

 

１ 業 務 名 岡山県地域限定保育士試験保育実技講習会運営等業務 

２ 履行期間 契約締結の日から令和９年３月 31 日まで 

３ 履行場所 岡山県子ども・福祉部子ども未来課の指定する場所 

４ 業務内容 

岡山県地域限定保育士試験保育実技講習会実施のために必要な下記の項目に関する一切の業務 

なお、履行にあたっては、受注者は保育実技講習会の実施前に、発注者に事務処理方法を報告するととも

に、別紙「地域限定保育士・保育実技講習会実施要領」に従うこと。 

(１) 保育実技講習会の実施 

ア 対象者 

岡山県地域限定保育士試験の筆記試験合格者（約８０名） 

※合格者は推定のため、増減する可能性がある。 

※合格者の大幅な増減が生じた場合は、必要に応じて委託金額変更の協議を行うことができるもの

とする。なお、協議の結果、金額の変更を行わない場合もある。 

イ 実施期間 

令和８年 12 月上旬から令和８年 12 月下旬まで 

具体的な講義日程については別添『実技講習会スケジュール（案）』による。 

ウ 講習科目及び内容 

科目 区分 時間数 内容 

保育の表現技術 

（音楽表現） 

 

 

 

演習 ６時間 

 

１ 子どもの発達と音楽表現に関する知識と技術 

２ 身近な自然やものの音や音色、人の声や音楽等に

親しむ経験と保育の環境 

３ 子どもの経験や様々な表現活動と音楽表現とを

結びつける遊びの展開 

保育の表現技術 

（造形表現） 

演習 ６時間 

 

１ 子どもの発達と造形表現に関する知識と技術 

２ 身近な自然やものの色や形、感触やイメージ等に

親しむ経験と保育の環境 

３ 子どもの経験や様々な表現活動と造形表現とを

結びつける遊びの展開 

保育の表現技術 

（言語表現） 

演習 ６時間 

 

１ 子どもの発達と絵本、紙芝居、劇（人形劇含む）

ストーリーテリング等に関する知識と技術 

２ 子ども自らが児童文化財等に親しむ経験と保育

の環境 

３ 子どもの経験や様々な表現活動と児童文化財等

とを結びつける遊びの展開 

保育実践見学実習 

（事前指導） 

講義 １時間 １ 保育実践見学実習の目的 

２ 保育実践見学実習のポイントと配慮事項 



科目 区分 時間数 内容 

保育実践見学実習 実習 １日 

（６時間） 

１ 保育実践見学実習による保育現場の理解 

・保育所や児童福祉施設の生活と一日の流れ 

・子どもの観察とその記録 

・子どもへの援助やかかわり 

・保育計画や子どもの発達過程に応じた保育内容 

・子どもの生活や遊びと保育環境 

・子どもの健康と安全 

２ 専門職としての保育士の役割と職業倫理 

・保育士の業務内容 

・職員間の役割分担や連携 

・保育士の役割と職業倫理 

３ 保育現場における保育の表現技術の実際 

・保育における保育表現技術の実際 

・状況に応じた保育表現 

保育実践見学実習 

（事後指導） 

演習 ２時間 １ 保育実践見学実習の総括と自己評価 

２ 課題の明確化 

なお、カリキュラム及び内容については、発注者の確認を受けた上で決定すること。 

エ 開催方法 

平日勤務、土日勤務等の様々な受講者がいることを踏まえ、別添『実技講習会スケジュール（案）』

のとおり、連続コース及び土日コースを設定する。発注者が提供する事前確認表を基に受講者を各コ

ースに適切に振り分けること。 

オ 講師 

講師は、次のいずれかに該当する者とする。 

① 学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授       

若しくは准教授の職にあり、又はあった者 

② 学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する講師

又は助教として、５年以上の経験を有する者 

③ 指定保育士養成施設の教科担当専任教員として、５年以上の経験を有する者 

また、講師カリキュラム等の確認を行う教育内容編成主任を置くこと。 

教育内容編成主任については、上記のいずれかに該当し、かつ保育分野や保育の実技において高い

知見を持つものとすること。教育内容編成主任を定めるときは、事前に発注者にその適格性について

報告し、同意を得ること。 

カ 会場 

    会場については、原則として岡山県内の施設を発注者が確保する。 

  キ 感染拡大防止措置 

    感染症の流行又は流行の恐れがあると発注者が認めた場合等は、スタッフ等のマスク着用、会場消

毒、十分な座席間隔の確保、適切な換気、講習内容等の変更、その他発注者の指示する感染症防止対

策を行った上で講習会を実施すること。 

    感染症の流行、自然災害、その他の理由により、発注者が保育実技講習会の一部又は全部を延期す



ると決定した場合は、発注者が提供する延期日程に基づき、改めて受講者を各コースに適切に振り分

けること。 

(２) 保育実技講習会に係る事務 

ア 講習企画 

① 講習内容の企画及び講習テキストの作成 

別紙「地域限定保育士・保育実技講習会実施要領」の「４ 保育実技講習会の内容」を踏まえた

講習となるよう企画すること。 

また、併せて講習テキストを作成すること。ただし、指定保育士養成施設で使用する既存のテキ

ストを利用することも可とする。 

なお、企画やテキスト等については教育内容編成主任が確認を行うこと。 

※造形表現の演習で使用する色鉛筆やクレヨン等の筆記具については、原則として受講者に持参さ

せることとし、受注者は忘れ物等をした受講者に貸出できるように一定程度用意しておくこと。 

② 講師の選任 

別添『実技講習会スケジュール（案）』が実施できるよう講習を担当する講師を選任・確保するこ

と。なお、講師の選任については教育内容編成主任が確認を行うこと。 

③ 受講コースの設定 

発注者が提供する事前確認表を基に受講者を別添『実技講習会スケジュール』のコース別に、適

切に振り分けること。 

④ 会場調整 

会場設営に関する搬入時間、搬入場所等の調整、鍵の受領等、会場との連絡、調整は受注者で行

うこと。 

⑤ 保育実践見学実習先施設への説明会の実施及び実習先の調整等 

保育実践見学実習の受入れを行う実習先施設については、発注者で確保するので、受注者は実習

施設に対して、実習当日の受入方法等を説明するための説明会を開催するとともに、実習先との諸

調整を行うこと。なお、説明会の会場は受注者で確保すること。 

説明会は岡山県内で２回程度実施すること。 

説明会の開催案内については、発注者が提供する封筒で送付すること。 

何らかの事情により、いずれの説明会にも参加できなかった実習先施設が生じた場合は、受注者

が説明会の内容等をまとめた資料を郵送等により実習先施設に送付すること。 

また、受講者が実習を行う施設の振り分けは受注者において行い、可能な限り、保育実践見学実

習の実習日より７日以上前に、実習先施設に対し、発注者が提供する受講者の情報を提供すること。 

実習当日は、実習先施設へ受注者の担当者を同行させること。同行を行わない場合は、受講者に

対する評価を適切に実施するため、評価マニュアルを作成のうえ実習先施設に配布し、実習先施設

から受注者に対し、受講者の受講状況を報告させること。同行を行わない場合の実習先施設との調

整等は、受注者において行うこと。 

保育実践見学実習は実習先施設１回当たり１人～４人で実施すること。 

受講者の実習先施設等に対する対人、対物等の保険については、受注者が加入すること。 

また、見学実習当日に、受講者が実習を行っていることを、実習先施設に通う児童の保護者等に

周知するための案内板等を実習先施設あたり２つ程度作成し、送付すること。 

感染症の流行、自然災害、実習先の保育所等の事情又は受講者の健康状態等により、保育実践見



学実習が実施できない受講者が生じる恐れがある場合には、発注者と協議の上、発注者が認める場

合において、映像等を活用した演習を実施した上で、受講者にレポートを提出させること。 

⑥ 修了者名簿を作成するための提出物 

修了認定の判断材料とするため、評価基準を作成し、教育内容編成主任が確認を行うこと。その

上で、次の提出物を受講者に提出させること。 

・保育実践見学実習のレポート 

・講習全体を通じて学んだことに関するレポート 

⑦ 経費の支払い 

講師の報酬及び対人対物等の保険料については、受注者が支払うものとする。 

  イ 受講者管理等 

① 講習日の割振り及び調整 

発注者側で、受講者の「実技講習会の希望コース」の情報等を収集し、提供するので、その情報

をもとに講習日等の割振りを行うこと。なお、記載不備等で希望コースが不明又は判別し難いもの

があった場合は、受注者が受講者に確認を行い、割振りを行うこと。なお、筆記試験合格者発表後

に最終的なコース分けを決定することから、筆記試験の結果を踏まえて変更や再調整をしやすいよ

う、第２希望以下のコースも分かる形で取りまとめること。受講コースの希望人数に著しい偏りが

あった場合や申込者が大幅に増減した場合等には、発注者と協議のうえ、適切な対策を講じること。 

② 受講者名簿の作成及び管理並びに発注者への報告 

①の割振り等をもとに受講者名簿の作成及び管理を行うこと。また、講習会の開講までに発注者

へ報告すること。 

なお、コース別人数等の集計を行い、合わせて報告すること。 

③ 実技講習会の案内の作成及び送付 

受講者に送付する実技講習会の案内文を作成し、送付すること。 

また、感染症の流行、自然災害、その他の理由により、発注者が保育実技講習会の一部又は全部

を中止又は延期を決定した場合、受注者はその対象となる受講者に対し、速やかにそれらの内容を

示した案内文を作成し、受講者に送付すること。 

なお、案内文の内容については発注者に確認を行うこと。 

  ウ 修了報告等 

① 受講状況等の報告 

    ・出欠状況 

    ・保育実践見学実習のレポート 

    ・講習全体を通じて学んだことに関するレポート 

    ・講習会講師の評価 

等をもとに評価票に記入し、名簿を作成した上で、発注者が別途指定する期日までに発注者へ報告

すること。なお、発注者からの求めがあった場合には、評価に使用した書類等と併せて報告するこ

と。 

② 保育実技講習会修了証書の作成及び送付 

名簿をもとに発注者側で修了認定を行い、その結果を受注者に送付するので、受注者は保育実技

講習会修了証書（様式３）を作成し、速やかに受講者に発送すること。なお、発送は特定記録郵便

で行うこと。 



③ 地域限定保育士試験手数料補助金申請書類等の送付 

発注者が作成した地域限定保育士試験手数料補助金申請書類等を受注者へ送付するので、受注者

は保育実技講習会修了証書と合わせて受講者に発送すること。 

  エ その他 

① 講習に必要な設備や備品、受講者用名札、教材を準備すること。 

② 受講者からの問合せ対応 

保育実技講習会についての受講者からの問合せについては原則として受注者において対応するこ

と。また、受講者からの問合せ用の電話番号を、契約後速やかに発注者に示すこと。 

③ その他運営に必要な事項は、受注者にて行うこと。 

(３) 保育実技講習会実施計画書の提出 

事業開始前までに、保育実技講習会実施計画書（様式１）を発注者に提出すること。 

(４) 保育実技講習会修了者名簿等の提出 

令和８年度岡山県地域限定保育士試験における保育実技講習会修了者名簿（様式２）を発注者が別途定

める期日までに、事業完了報告書を令和９年３月 31 日までに発注者に提出すること。 

５ 個人情報の取扱い 

(１) 受注者は、本業務において、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 58 号）

等の関係法令等を遵守すること。 

(２) 本事業によって知り得た個人情報については、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう

にしなければならないこと。 

６ 再委託の禁止 

受注者が本契約に係る委託事務の全部又は主要部分（総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分）

を一括して第三者に委託することは禁止する。委託事務の一部を第三者に委託する場合は、事前に発注者

の承認を得ること。 

７ 著作権等の取扱い 

(１) 本事業の遂行により生じた著作権（著作権法第 27 条及び 28 条に定められた権利を含む。）は、全て発

注者に帰属するものとする。 

(２) 第三者が権利を有する著作権（写真、音楽等）を使用する場合には、著作権、肖像権等に厳重な注意を

払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを受注者において行うものとする。 

(３) 発注者が所有する資料（写真等）を使用する場合には、協議の上、調達可能なものについては発注者が

提供する。 

(４) 本仕様に基づく業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛

争等の原因が専ら発注者の責任に帰す場合を除き、受注者は自らの責任と負担において一切の処理を行

うものとする。 

８ 業務遂行上の注意事項 

(１) 事業の実施に際しては、発注者の指示に従うこと。 

(２) あらかじめ発注者と調整したスケジュールで業務を行うこと。 

(３) 業務の遂行にあたっては、業務責任者を定めること。 

(４) 受注者及び本業務に携わる受注者の従事者等は、契約期間中及び契約終了後において本業務によって知

り得た発注者の業務上の情報及び個人情報等を本業務以外の目的に使用し、又は第三者に開示し、若し

くは漏洩してはならないものとし、守秘義務を負うこと。また、受注者は、そのために必要な措置を講



じること。 

(５) 本仕様書について疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、迅速に問題解決を図ること。 

(６) 発注者との協議その他の打ち合わせについては、原則として岡山県庁において行うこと。 

(７) 受注者の責により生じた問題については、契約期間の如何を問わず、受注者において責任を持って解消

すること。 

 


